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太
陽
を
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し

太
陽
に
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さ
る
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を
愛
し

雨
に
愛
さ
る
　

愛
す
る
こ
と
は

愛
さ
る
る
こ
と

東
京
都
下
の
昭
和
二
十
四
年
度

産
米
供
出
割
当
の
約
四
割
を
占

め
る
足
立
区

(
藤
見
光
雄
氏
撮
影
)
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第
六

回

定
例
区
議
会
開
会

本
年
第
六
回
定
例
区
議
会
は
去
る

十
月
二
十
日
、
二
十
一
日
の
両
日

に
亘
つ
て
開
会
さ
れ
た
。
審
議
経

過
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

〔
第
一
日
目
(
二
十
日
)
〕

午
後
二
時
五
分
金
子
議
長
開
会
を

宣
し
区
長
か
ら
提
出
案
件
に
対
す

る
提
案
理
由
及
び
そ
の
大
要
に
つ

い
て
説
明
あ
り
次
ぎ
に
監
査
委
員

か
ら
昭
和
二
十
三
年
度
決
算
及
び

例
月
出
納
検
査
に
対
す
る
監
査
の

結
果
報
告
が
行
わ
れ
た
。
つ
づ
い

て
各
種
常
任
委
員
長
か
ら
常
任
委

員
会
の
経
過
に
つ
い
て
報
告
、
日

比
谷
議
員
の
一
般
区
政
に
対
す
る

質
問
及
び
理
事
者
の
答
弁
か
あ
つ

て
議
事
に
入
る

第
一
、
昭
和
二
十
三
年
度
東
京
都

足
立
区
歳
入
歳
出
決
算

収
入
役
か
ら
説
明
が
あ
り
、
審
議

の
結
果
決
算
調
査
委
員
会
を
設
け

委
員
付
託
と
す
る

第
二
、
議
案
第
二
十
四
号
寄
附
受

領
に
関
す
る
件

左
の
寄
附
申
し
出
に
対
し
こ
れ
を

受
領
す
る
こ
と
に
議
決
を
見
た

一
、
足
立
区
東
淵
江
小
学
校
大
谷

田
分
校
建
設
協
賛
会
か
ら
該
校
の

敷
地
用
と
し
て
宅
地
二
、
〇
〇
一

坪
(
見
積
価
格
三
六
〇
、
一
八
〇

円
)

二
、
綾
瀬
川
以
西
用
悪
水
路
普
通

水
利
組
合
か
ら
花
畑
町
三
、
六
七

〇
番
地
先
土
留
板
柵
修
繕
工
事
費

の
一
部
と
し
て
寄
附
金
五
五
、
三

〇
〇
円

第
三
、
議
案
第
二
十
五
号
東
京
都

足
立
区
小
学
校
分
校
設
置
に
関
す

る
件
(
原
案
可
決
)

今
般
東
淵
江
小
学
校
に
分
校
を
設

け
児
童
の
収
容
緩
和
と
児
童
通
学

上
の
利
便
を
図
る
こ
と
ゝ
し
た

第
四
、
議
案
第
二
十
六
号
昭
和
二

十
四
年
度
特
別
区
税
の
減
免
、
徴

収
猶
予
等
に
関
す
る
件
(
原
案
可

決
)

本
年
八
月
三
十
一
日
か
ら
九
月
に

わ
た
る
風
水
害
に
よ
り
被
害
を
受

け
た
特
別
区
税
の
納
税
者
に
対
し

、
そ
の
被
害
程
度
に
応
じ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
減
免
徴
収
猶
予
等
を
行
う

こ
と
と
し
た

第
五
、
議
案
第
二
十
七
号
東
京
都

足
立
区
監
査
委
員
条
例
中
改
正
の

件
(
原
案
可
決
)

最
近
の
社
会
的
、
経
済
的
事
情
に

鑑
み
現
在
の
監
査
委
員
報
酬
四
千

五
百
円
を
五
千
五
百
円
に
増
額
し

た第
六
、
議
案
第
二
十
八
号
東
京
都

足
立
区
歳
入
歳
出
追
加
予
算
、
助

役
か
ら
説
明
が
あ
り
、審
議
の
結

果
予
算
調
査
委
員
会
を
設
け
委
員

付
託
と
す
る

以
上
で
第
一
日
目
の
予
定
を
終
り

午
後
四
時
二
分
散
会
と
な
る

〔
第
二
日
目
(
二
十
一
日
)
〕

午
後
一
時
五
十
五
分
金
子
議
長
開

会
を
宣
し
、
追
加
案
件
二
件
の
上

程
、
会
議
時
間
の
延
長
を
会
議
に

諮
り
た
る
後
、
前
日
議
案
の
付
託

を
受
け
た
、
決
算
並
び
予
算
両
調

査
委
員
会
の
審
議
を
開
始
す
る
た

め
直
ち
に
休
想
に
入
る
旨
を
宣
し

、
午
後
一
時
五
十
七
分
休
憩
に
入
る
　

〔
本
会
議
休
憩
中
決
算
予
算
両

委
員
会
開
会
〕

午
後
六
時
三
十
分
休
憩
前
に
引
続

き
再
開
を
宣
し
直
ち
に
日
程
に
入
る

第
一
、
昭
和
二
十
三
年
度
東
京
都

足
立
区
歳
入
歳
出
決
算

先
ず
本
案
に
関
す
る
調
査
委
員
会

の
審
議
経
過
に
つ
い
て
淸
水
委
員

長
か
ら
報
告
が
行
わ
れ
、
本
会
議

で
も
審
議
の
結
果
、
さ
き
の
委
員

長
の
報
告
通
り
承
認
と
な
つ
た

歳
入
決
算
高

一
四
〇
、六
一
八
、八
二
九
円
五
六

歳
出
決
算
高

一
三
四
、八
八
〇
一
、〇
五
円
〇
二

歳
入
歳
出
差
引
残
高

五
、七
三
八

、七
二
四
円
五
四

(
翌
年
度
へ
繰
越
額
)

第
二
、
議
案
第
二
十
八
号
昭
和
二

十
四
年
度
東
京
都
足
立
区
歳
入
歳

出
追
加
予
算

本
案
に
つ
い
て
も
、
岡
本
予
算
調

査
委
員
長
か
ら
委
員
会
の
審
議
経

過
の
報
告
が
行
わ
れ
、
次
い
で
慎

重
審
議
の
結
果
さ
き
の
委
員
長
報

告
通
り
原
案
可
決
と
な
つ
た

追
加
予
算
額

五
七
五
、八
二
一
、七
五
円

既
定
予
算
額

一
一
五
、六
二
九
、三
八
三
円

計
　
　一
七
三
、二
一
一
、五
五
八
円

第
三
、
東
京
都
足
立
区
監
査
委
員

選
任
に
同
意
の
件
(
追
加
日
程
)

区
議
会
議
員
中
か
ら
選
任
さ
れ
て

居
た
遠
田
監
査
委
員
が
今
般
辞
任

せ
ら
れ
た
の
で
、
区
長
か
ら
そ
の

後
任
と
し
て
区
議
会
議
員
遠
峰
富

次
氏
の
指
名
が
あ
つ
た
に
つ
い
て

、
満
場
一
致
こ
れ
に
同
意
を
し
た

第
四
、
教
育
費
増
額
に
関
す
る
意

見
書
提
出
の
件
(
追
加
日
程
)

六
・
三
制
教
育
費
を
増
額
せ
ら
れ

る
よ
う
文
部
大
臣
、
都
知
事
宛
に

意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
満
場

一
致
の
決
定
を
見
た

以
上
二
日
間
に
亘
つ
て
開
会
さ
れ

た
定
例
区
議
会
は
、
追
加
予
算
外

七
件
の
審
議
を
終
え
て
午
後
六
時

四
十
二
分
閉
会
と
な
つ
た

委 員 会 日 誌
十
月
五
日

建
築
委
員
会

空
地
地
区
変
更
に
関

す
る
陳
情
に
つ
い
て

審
議
を
行
つ
た

経
済
委
員
会
川
口
市
展

示
会
視
察

十
月
六
日

各
種
常
任
委
員
会
委

員
長
並
び
に
運
営
委
員
合
同
打

合
会

第
六
回
区
議
会
提
出
案
件
に
つ

い
て
審
議
を
行
つ
た

十
月
七
日

厚
生
委
員
会

東
京
都
厚
生
資
金
貸
付
に
つ
い

て
審
議
を
行
つ
た

十
月
八
日

土
木
委
員
会

道
路
並
び
に
橋
梁
補
修
に
関
す

る
陳
情
及
び
牛
田
排
水
場
改
修

に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て
審
議

を
行
つ
た

十
月
十
一
日

教
育
委
員
会

昭
和
二
十
四
年
度
第
一
、
二
四

半
期
建
築
工
事
請
負
に
関
す
る

件
並
び
に
昭
和
二
十
四
年
度
教

育
費
予
算
に
つ
い
て
審
議
を
行

つ
た

十
月
十
二
日

経
済
委
員
会

昭
和
二
十
四
年
度
補
正
予
算
に

つ
い
て
審
議
を
行
つ
た

十
月
十
三
日

財
務
委
員
会

1
.昭

和
二
十
四
年
度
補
正
予
算

に
つ
い
て

2
.
昭
和
二
十
四
年
度
特
別
区
税

減
免
徴
収
猶
予
等
に
つ
い
て

3
.寄
附
受
領
に
つ
い
て

4
.区
有
財
産
払
下
申
請
に
つ
い

て
5
.修
正
宅
地
賃
貸
価
格
設
定
に

つ
い
て

審
議
を
行
つ
た

十
月
十
四
日

総
務
委
員
会

1
.
補
正
予
算
に
つ
い
て

2
.
区
役
所
各
出
張
所
実
地
調
査

に
つ
い
て

3
.梅
島
町
一
部
区
域
変
更
に
つ

い
て
審
議
を
行
つ
た

な
お
委
員
会
終
了
後
区
役
所
各

出
張
所
の
実
地
調
査
を
行
つ
た

十
月
十
九
日

議
員
総
会

区
議
会
提
出
案
件
に
つ
い
て
審

議
を
行
つ
た
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十
月
二
十
日
現
在

六
二
、七
〇
七
七
円
五
〇
銭

共
同
募
金
中
間
報
告

共
同
募
金
運
動
は
十
月
一
日
か
ら

向
う
一
ケ
月
間
全
国
一
斉
に
展
開

さ
れ
本
区
で
も
共
同
募
金
協
力
会

を
結
成
し
て
募
金
運
動
を
実
施
し

て
い
る
。

協
力
会
が
担
当
す
る
募
金
は
戸
別

募
金
で
あ
つ
て
各
界
の
代
表
者
で

構
成
す
る
協
力
員
が
こ
れ
を
担
当

し
て
い
る
が
本
区
の
募
金
目
標
額

は
弐
百
参
拾
六
万
六
千
円
で
、
一

世
帯
当
り
平
均
募
金
目
標
額
は
五

拾
円
と
な
つ
て
い
る
。

十
月
二
十
日
ま
で
の
募
金
状
況
の

中
間
報
告
は
下
の
通
り
で
あ
る
。

建
築
申
請
に
手
数
料
!
!

十
月
十
五
日
か
ら
建
築
申
請
す
る

方
は
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん

こ
れ
は
市
街
地
建
築
物
法
に
よ
り

建
築
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
申

請
に
対
し
て
左
表
の
よ
う
に
手
数

料
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
但
し
床

面
積
(
同
一
敷
地
内
の
既
存
部
分

を
合
せ
た
も
の
)
二
十
平
方
米
(

六
坪
)
以
下
の
住
宅
又
は
併
用
住

宅
の
申
請
に
は
手
数
料
は
要
り
ま

せ
ん

建
築
申
請
が
認
可
申
請
で
な
く
届

で
済
む
と
き
は
手
数
料
は
要
り
ま

せ
ん
。
足
立
区
に
は
建
築
申
請
の

内
容
及
び
地
域
に
よ
つ
て
申
請
不

要
の
場
合
や
届
で
済
む
場
合
が
あ

り
色
々
と
複
雑
し
て
居
り
ま
す
の

で
御
不
明
の
点
が
あ
り
ま
し
た
な

ら
建
築
課
へ
お
問
合
せ
下
さ
い
。

手
数
料
は
区
の
収
納
係
で
都
の
収

入
証
紙
を
購
入
し
申
請
書
に
添
付

し
て
提
出
し
て
下
さ
い

一
、
面
積
の
増
加
し
な
い
設
計
変

更
並
び
に
修
繕
及
び
変
更
は
そ

れ
ぞ
れ
こ
の
表
の
半
額
と
な
り

ま
す

二
、
表
中
の
「
通
常
床
面
積
で
表

は
さ
れ
な
い
も
の
」
と
は
煙
突

、
擁
壁
、
高
圧
線
、
塔
、
水
槽

等
及
び
馬
力
数
の
増
加
に
よ
る

申
請
を
云
い
ま
す

三
、
手
数
料
納
付
の
基
準
と
な
る

表
中
の
「
申
請
部
分
の
床
面
積
」

と
は
新
築
、
増
築
、
改
築
又
は

移
転
に
つ
い
て
は
、
そ
の
工
事

部
分
を
云
い
、
用
途
変
更
に
つ

い
て
は
、
そ
の
用
途
を
変
更
す

る
部
分
の
床
面
積
を
云
い
ま
す

四
、
手
数
料
は
不
認
可
の
処
分
を

し
た
場
合
を
除
い
て
は
ど
ん
な

事
由
が
あ
つ
て
も
返
し
ま
せ
ん

六
、
虚
偽
の
申
請
又
は
無
断
建
築

を
し
て
手
数
料
の
徴
収
を
免
れ

た
場
合
に
は
そ
の
徴
収
を
免
れ

た
金
額
の
五
倍
に
相
当
す
る
金

額
以
下
の
過
料
を
受
け
ま
す

屋

外
広
告
物
条
例
制
定

広
告
物
取
締
規
程
廃
止
さ
る

九
月
一
日
か
ら
実
施
の
屋
外
広
告

物
法
に
基
い
て
本
都
の
屋
外
広
告

物
条
例
が
制
定
さ
れ
、
こ
れ
に
伴

つ
て
旧
広
告
物
取
締
規
程
は
廃
止

と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
条
例
は
美
観
風
致
の
維
持
育

成
と
公
衆
に
対
す
る
危
害
(
主
と

し
て
広
告
施
設
の
構
造
強
度
)
を

予
防
す
る
た
め
に
屋
外
広
告
物
の

設
置
又
は
表
示
に
つ
い
て
必
要
事

項
の
規
制
を
定
め
た
も
の
で
あ
り

ま
す
。

屋
外
広
告
物
と
は
屋
外
で
常
時
又

は
一
定
の
期
間
継
続
し
て
一
般
大

衆
に
表
示
さ
れ
る
広
告
物
を
い
い

ま
す
。
し
た
が
つ
て
料
理
屋
、
浴

場
等
の
屋
内
、
電
車
、
バ
ス
等
の

内
部
に
掲
出
さ
れ
る
も
の
や
、
駅

の
プ
ラ
ツ
ト
ホ
ー
ム
又
は
工
場
、

官
公
署
そ
の
他
建
築
敷
地
の
構
内

で
そ
の
構
内
に
入
る
特
定
の
者
或

い
は
鉄
道
用
地
で
鉄
道
の
乗
客
の

み
を
対
象
と
す
る
も
の
は
こ
れ
に

含
ま
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
つ
て
許

可
申
請
を
要
す
る
広
告
物
は
看
板

、
立
看
板
、
は
り
紙
、
は
り
札
、

広
告
塔
、
広
告
板
及
び
建
築
物
そ

の
他
に
掲
出
又
は
表
示
す
る
も
の

並
び
に
こ
れ
等
に
類
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。
以
上
の
中
で
次
の
広

告
物
は
知
事
の
許
可
を
要
し
ま
す

(
1
)
建
築
物
の
壁
面
を
利
用
す
る
も

の
で
そ
の
表
示
面
積
が
二
十
平

方
米
を
超
え
る
も
の

(
2
)
広
告
塔
(
高
さ
二
米
又
は
直
径

五
十
セ
ン
チ
を
超
え
る
も
の
)

(
3
)
電
車
又
は
自
動
車
の
外
面
を
利

用
す
る
も
の

(
4
)
前
各
号
以
外
の
も
の
で
そ
の
表

示
面
積
が
十
平
方
米
を
超
え
る

も
の

(
5
)
二
以
上
の
区
域
又
は
地
方
事
務

所
の
所
轄
の
区
域
に
わ
た
り
移

動
す
る
も
の

前
各
項
以
外
の
も
の
は
区
長
の
許

可
を
要
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り

ま
す
。

な
お
次
の
よ
う
な
広
告
物
は
許
可

を
要
し
ま
せ
ん
。

(
1
)
貸
家
札
、葬
儀
の
案
内
、講
演

会
、
演
説
会
等
の
会
場
に
開
催

前
か
ら
予
告
す
る
も
の
或
は
会

場
を
単
に
案
内
す
る
も
の
又
は

プ
ラ
カ
ー
ド
そ
の
他
慣
例
上
や

む
を
得
な
い
も
の

(
2
)
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
で
単
に
照
明
の

み
の
も
の

(
3
)
看
板
で
面
積
七
平
方
米
以
下
の

も
の
又
は
立
看
板
で
掲
出
期
間

が
五
日
以
内
の
も
の

(
4
)
道
路
標
識
選
挙
に
関
す
る
公
告

等
法
令
の
規
定
に
よ
つ
て
表
示
又

は
設
置
す
る
も
の

(
5
)
税
、
交
通
指
示
等
公
益
上
や
む

を
得
な
い
も
の

次
の
地
域
、
場
所
及
び
物
件
に
広

告
物
を
設
置
又
は
表
示
す
る
こ
と

は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

(
1
)
官
公
署
の
敷
地
内

(
2
)
国
又
は
公
共
団
体
の
管
理
す
る

公
園
、
緑
地
、
運
動
場
、
動
物

園
、
植
物
園
、
河
川
及
び
堤
防

敷
地

(
3
)
美
観
地
区
、
保
安
林
、
風
致
地

区
、
古
墳
、
墓
地
、
火
葬
場
又

は
葬
儀
場

(
4
)
橋
梁

(
5
)
街
路
樹
及
び
路
傍
樹

(
6
)
郵
便
ポ
ス
ト
、
送
電
塔
、
ガ
ス

タ
ン
ク
、
水
道
タ
ン
ク
、
及
び

煙
突

(
7
)
銅
像
及
び
記
念
碑

(
8
)
前
各
号
の
外
法
令
の
規
定
に
よ

つ
て
指
定
さ
れ
た
禁
止
地
域
又

は
物
件
で
別
に
知
事
が
指
定
す

る
も
の

詳
細
は
区
役
所
土
木
課
へ
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生
業
資
金
の

貸
付
調
査
に
つ
い
て

今
回
都
で
生
業
資
金
と
し
て
三
億

円
の
貸
出
を
実
施
し
て
い
る
が
足

立
区
の
取
扱
額
は
千
五
百
七
拾
壱

万
円
で
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
申

込
を
受
理
し
た
者
に
つ
い
て
は
左

の
順
序
に
よ
つ
て
決
定
を
い
た
し

ま
す

1
.
面
接
調
査
は
区
役
所
同
支
所
及

び
本
木
民
生
館
で
十
一
月
三
日

か
ら
十
四
日
ま
で
行
う

2
.実
地
調
査
は
民
生
委
員
に
よ
つ

て
十
一
月
八
日
か
ら
十
五
日
ま

で
行
う

以
上
の
調
査
が
終
つ
て
足
立
区
審

査
会
を
十
一
月
二
十
日
頃
開
き
貸

付
該
当
者
に
つ
い
て
審
査
し
こ
れ

を
都
知
事
に
推
薦
し
都
の
審
査
会

で
最
後
の
決
定
を
す
る

区
審
査
会
の
構
成
は
定
員
二
十
五

名
で
区
内
選
出
都
議
会
議
員
五
名

、
区
議
会
議
員
六
名
、
民
生
委
員

一
〇
名
吏
員
四
名
で
会
長
は
区
長

が
当
る

大
久
保
惠
子
さ
ん

健
康
優
良
児
童

東
京
都
で
は
朝
日
新
聞
社
後
援

の
も
と
に
健
康
教
育
の
振
興
と
学

童
体
位
の
向
上
を
図
る
た
め
都
内

小
学
校
児
童
の
中
か
ら
健
康
優
良

児
童
を
選
ん
で
審
査
の
上
表
彰
す

る
こ
と
と
な
り
、
選
こ
う
を
進
め

て
い
た
が
、
こ
の
程
男
女
十
一
名

の
学
童
が
東
京
都
優
良
児
童
と
し

て
決
定
さ
れ
た
。
本
区
か
ら
千
寿

第
三
小
学
校
六
年
生
大
久
保
惠
子

(
十
三
才
)
さ
ん
が
見
事
選
抜
さ
れ

近
く
東
京
都
知
事
か
ら
表
彰
さ
れ

る
こ
と
に
な
つ
て
い
る

大
久
保
さ
ん
は
さ
ら
に
十
一
名

の
中
か
ら
選
ば
れ
東
京
都
代
表
と

し
て
全
日
本
健
康
優
良
児
童
審
査

会
に
臨
む
こ
と
に
な
つ
て
い
る

免
許
の
な
い
空
気
銃は

御
法

度

本
年
度
の
猟
期
も
愈
々
十
一
月
一

日
か
ら
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ

た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
昨
年
度
ま

で
は
空
気
銃
に
つ
い
て
免
許
を
要

し
な
か
つ
た
。し
か
し
本
年
度
は

空
気
銃
を
使
用
す
る
者
も
新
に
免

許
を
受
け
な
け
れ
ば
使
用
出
来
な

く
な
つ
た
か
ら
間
違
い
の
な
い
よ

う
事
務
当
局
は
要
望
し
て
い
る

配 給ラ
ラ
救
援
衣
料

ア
メ
リ
カ
の
亜
細
亜
救
援
公
認
団

体
(
ラ
ラ
)
か
ら
米
全
国
民
の
好

意
に
よ
る
救
援
衣
料
が
三
人
以
上

の
家
族
を
有
す
る
貧
し
い
婦
人
世

帯
に
贈
ら
れ
て
き
た
。
勿
論
無
償

で
本
区
に
は
次
の
よ
う
に
割
当
が

あ
つ
た
の
で
、
区
で
は
ラ
ラ
救
援

物
資
配
分
会
を
開
き
、
該
当
世
帯

を
慎
重
に
検
対
し
た
結
果
七
二
四

世
帯
に
配
給
す
る
こ
と
と
な
つ
た

1.
ガ
ー
ル
・
ス
カ
ー
ト
・
キ
ッ
ト

五
四
梱
(
七
一
三
点
)

2
.タ
オ
ル
・
キ
ツ
ト

五
梱
(
一
五
六
点
)

3
.
衣
料
　
　
　
六
梱
(
六
五
二
点
)

九

、
十
月
分
家
庭

用

砂
糖

一
、
配
給
対
象
　
家
庭
用
砂
糖
購

入
通
帳
の
交
付
を
受
け
た
も
の

二
、
配
給
量
及
び
価
格
　
九
、
十

月
分
と
し
て
一
人
当
り
分
密
白

糖
三
〇
〇
瓦
　
一
九
円

三
、
配
給
期
日
　
十
一
月
三
日
か

ら
十
一
月
十
日
ま
で

四

、
配
給
方
法
　
消
費
者
は
配
給

期
日
内
に
登
録
し
た
小
売
店
舗

か
ら
二
号
券
と
引
換
え
に
配
給

を
受
け
る
こ
と

家

庭
用
木
炭

購
入

通

帳

の
交
付

今
度
木
炭
購
入
通
帳
(
家
庭
用
)
が

左
記
に
よ
り
一
般
家
庭
に
交
付
さ

れ
る

一
、
交
付
対
象
　
一
般
世
帯

二
、
受
付
期
日
　
十
一
月
一
日
か

ら
十
一
月
七
日
ま
で

参
議
院
議
員
と

都
の
教
育
委
員

の
選
挙
が
来
年
中

に
行
わ
れ
ま
す

こ
の
選
挙
に
使
用
す
る

選
挙
人
名
簿
が
出
来
ま
し
た

名
簿
に
の
つ
て
い
な
い
と

投
票
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ

ん皆
さ
ん
!

忘
れ
ず
に

名
簿
を
ご
ら
ん

下
さ
い

登
録
も
れ
等
は
縦
覧
期
間
中
に

限
つ
て
申
立
が
出
来
、
名
簿
に

の
せ
る
こ
と
が
出
来
ま
す

昭和24 年9 月15 日現在調製

縦覧の
期 間

11 月5 日 か ら
11 月19 日 ま で

15 日 間
毎 日 午前8 時30 分から午後5 時まで

縦 覧の
場 所

足立区役所内
委員会事務室

なお皆さまの便宜のため区役所の出張所でその区域分
の名簿の副本をお見せします

足立区選挙管理委員会


